
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案要綱

第一　総則

一　目的

この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回

復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、適正な

資産の査定及び会計処理による金融機関等の経営の健全化を促

進し、かつ、金融機関等の再編に資するための 金融機関等の

資本の増強等に関する緊急措置の制度を設けること等により我

が国の金融機能の早期健全化を図り、もって我が国の金融シス

テムの再構築と我が国の経済の活性化に資することを目的とす

るものとすること。

（１条）

二　定義

１　対象金融機関から、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫

を除き、各連合会のみを対象とすること。

（２条１項１号）

２　株式等の定義に優先出資を明示するものとすること。

（２条３項）

３　過少資本の金融機関等とは、国際統一基準に係る自己資本

比率が２％以上８％未満、国内基準に係る自己資本比率が１％

以上４％未満の金融機関等をいうものとすること。

（２条９項）

４　著しい過少資本の金融機関等とは、国際統一基準に係る自

己資本比率が０％以上２％未満、国内基準に係る自己資本比

率が０％以上１％未満の金融機関等をいうものとすること。

（２条１０項）

三　施策の原則

１　金融機関等の経営責任及び株主責任の明確化を別号に規定

するものとすること。



（３条３号）

２　金融機関等に資産の査定及び会計処理の基準を遵守させる

旨規定するものとすること。

（３条７号）

第二　金融機関等の資本の増強に関する緊急措置

一　経営健全化計画

１　経営健全化計画を株式等の引受け等の申請後５年間に関す

るものとすること。

（５条１項）

２　経営健全化計画に定めるべき事項のうち経営の合理化のた

めの方策をより明らかにするとともに、協定銀行が保有する

優先株式に対する利益等の配当を確保するための方策を加え

るものとすること。

          （５条１項１号、６号）

３　経営健全化計画及びその履行状況の公表の除外事由を預金

者等その他の健全な取引者の秘密を害するおそれのある事項

に限定するものとすること。

（５条２項）

二　金融再生委員会による株式等の引受け等の承認の要件等

１　株式等の引受け等の承認の要件を次のとおりとすること。

（６条１項）

①　金融再生委員会が、早期是正措置を講ずることにより多

数の金融機関等の国際業務が廃止されることに伴い国際金

融市場において重大な障害が生ずると認める場合又は多数

の金融機関等の業務の全部の廃止等に伴い我が国の経済活

動に重大な障害が生ずると認める場合であること。

②　当該発行金融機関等が過少資本の金融機関等であること

又は当該発行金融機関等が著しい過少資本の金融機関等で

あるときはその業務の収益性及び経営健全化計画の履行に



よる収益の改善の可能性に照らし、金融機関等としてその

経営を維持することができると見込まれること。

③　代表取締役等の退任その他の経営責任を明確にするため

の措置をとること。

④　当該申請が株式の引受けに係るものであるときは当該株

式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行され

ている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置

をとること。

⑤　経営健全化計画が金融再生委員会が定めて公表する基準

に適合していること。

⑥　当該申請に係る株式等の引受け等により当該発行金融機

関等の自己資本比率が次に掲げる区分に応じそれぞれ定め

る比率を超えることとならないこと。

イ　海外拠点を有する金融機関等にあっては、国際統一

基準に係る自己資本比率　８％

ロ　海外拠点を有しない金融機関等にあっては、国内基

準に係る自己資本比率　４％

⑦ 発行金融機関等からの申請に係る株式等の引受け等が劣後

特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借を含むものである

ときは、当該劣後特約付社債若しくは劣後特約付金銭消費

貸借の額又はその合計額が、主務省令で定めるところによ

り算定した株式又は優先出資の引受けに係る額を超えるこ

ととならないこと。

２　金融再生委員会は、資本の増強に係る早期是正措置を講じ

た過少資本の金融機関等について、適正な債権の償却のため

必要があると認める場合は、申請に係る株式等の引受け等の

額を超えて株式等の引受け等の承認をすることができるもの

とすること。

（６条２項）

三　新株発行の届出



発行金融機関等である銀行は、当該承認に係る株式等の引受

け等が行われた後、株式を発行する場合においては、金融再生

委員会に届け出なければならないものとすること。

（７条）

第三　預金保険機構の業務の特例等

機構が行う借入れ及び預金保険機構債券の発行の限度額を国会

の議決を経た額とするものとすること。

（１６条１項）

第四　雑則

一　経営健全化計画の履行を確保するための措置等

　金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等に対し、協定銀

行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、

又はその返済を受けるまでの間において、経営健全化計画が履

行されていないと認めるとき又は協定銀行が保有する優先株式

に対する利益等の配当を確保することが困難であると認めると

きは、当該被引受け実施金融機関等の取締役（銀行以外の金融

機関等にあっては、理事長、副理事長又は理事）の解任を命ず

ることができるものとすること。

（１９条２項）

二　資産の売却命令

　金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等の経営の健全性

の確保のため必要があると認めるときは、回収不能となる危険

性のある資産を機構に売却するよう命ずることができるものと

すること。

（２０条）

三　株式等の引受け等の申請義務

資本の増強に係る早期是正措置が講じられた金融機関等は、

当該早期是正措置が講じられた後２月以内に必要な資本の増強



を行わないときは、株式等の引受け等の申込みを行わなければ

ならないものとすること。

（２１条）

四　自己資本比率の算定に係る有価証券の評価

　発行金融機関等の株式等の引受け等の申請に係る自己資本比

率の算定においては、その保有する有価証券（満期まで保有す

るものを除く。）の評価はその取得価額と時価のいずれか低い価

額により行うものとすること。

（２２条）

五　著しい過少資本の金融機関等の特別公的管理等

１　金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀

行が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持するこ

とができないと認める場合であって、金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律（以下「金融機能再生緊急措置法」

という。）第８条第１項各号に掲げる要件のいずれかに該当す

ると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等である

銀行に対し、同項に規定する金融整理管財人による業務及び

財産の管理を命ずる処分をすることができるものとすること。

（２３条１項）

２　金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀

行が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持するこ

とができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置

法第３６条第１項各号に掲げる要件のすべてに該当すると認

めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行に

つき、同項に規定する特別公的管理の開始の決定をすること

ができるものとすること。

（２３条３項）

第五　政府保証の限度額等

　　平成１０年度における政府保証の限度額等の規定を削除するも



のとすること。

第六　金融機能再生緊急措置法の一部改正

　同法第６条に一及び二の規定を加えるものとすること。

（附則５条）

一　債権その他の資産を次のように区分する規定

１　２から４までに掲げる資産以外の資産

２　その回収について通常の度合を超える危険を含むと認めら

れる債権等の資産

①　その回収に十分な注意を必要とする債権等の資産で、②

に掲げるもの以外のもの

②　債務者の財務状況、担保の状況等に照らし、その回収が

十分に確保されていない債権等の資産

３　最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の発

生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難

な資産

４　回収不能又は無価値と判定される資産

二　次の基準による一により区分された資産に係る適正な引当て

の割合を金融再生委員会規則で定めることとする規定

１　一の２の①に掲げる資産　１０％

２　一の２の②に掲げる資産　２０％

３　一の３に掲げる資産　７５％

４　一の４に掲げる資産　１００％


